
3

指
定
難
病
の
医
療
受
給
者
証
交
付
ま
で
の
流
れ
（
変
更
連
絡
編
）

都
道

府
県

・
指

定
都

市
（

a）
変

更
連

絡
に

基
づ

き
所

得
区

分
を

医
療

受
給

者
証

に
記

載
、

(b
)医

療
受

給
者

証
交

付

指
定

医
療

機
関

指
定

難
病

患
者

（
受

給
者

）
保

険
者

（
市

町
村

、
国

保
組

合
、

被
用

者
保

険
、

後
期

高
齢

者
医

療
）①
所

得
区

分
変

更
連

絡

②
医

療
受

給
者

証
交

付

③
医

療
受

給
者

証
を

提
示

し
て

受
診

④
医

療
受

給
者

証
に

記
載

さ
れ

た
所

得
区

分
に

沿
っ

て
医

療
費

を
請

求

＊
例

年
４

,0
00

件
前

後
変

更
処

理

＊
特

に
８

月
か

ら
１

０
月

に
変

更
処

理
が

集
中

す
る

。
平

成
31

年
度

8月
1,

48
1件

9月
1,

02
9件

10
月

62
4件
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4

医
療
保
険
の
所
得
区
分
に
つ
い
て

○
所

得
区

分
は

指
定

医
療

機
関

が
公

費
を

請
求

す
る

際
に

レ
セ

プ
ト

に
記

入
が

必
要

な
事

項
。

○
所

得
区

分
は

都
道

府
県

等
が

自
己

負
担

額
（
患

者
負

担
額

＋
公

費
負

担
額

）
と

保
険

者
負

担
額

を
そ

れ
ぞ

れ
決

定
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
。

※
な

お
、

患
者

の
自

己
負

担
上

限
額

は
、

住
民

税
の

課
税

額
等

に
よ

っ
て

決
定

し
、

患
者

負
担

額
と

公
費

負
担

額
を

確
定

す
る

。

【
医
療
費
が
高
額
と
な
っ
た
場
合

（
例

：
医

療
費

総
額

 ５
０

万
円

　
患

者
自

己
負

担
上

限
額

 １
万

円
　
所
得
区
分
「
エ
」

〔
高

額
療

養
費

に
よ

る
限

度
額

 ５
７

，
６

０
０

円
〕

）
】

患
者
負
担

（
1万
円
）

※

保
険
者
負
担

〔
高
額
療
養
費
〕

（
９
．
２
４
万
円
）

公
費
負
担

〔
特
定
医
療
費
〕

（
４
．
７
６
万
円
）

保
険
者
負
担

（
３
５
万
円
）

医
療
費
総
額
（
５
０
万
円
）

3割
（
１
５
万
円
）

７
割
（
３
５
万
円
）

自
己
負
担
額

所
得
区
分

に
よ

っ
て
自
己
負
担
額
（
患
者
負
担
額
＋
公
費
負
担
額
）

と
保
険
者
負
担
額

を
決

定
す

る
。
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図（大越作成）

				【医療費が高額となった場合（例：医療費総額 ５０万円　患者自己負担上限額 １万円　所得区分「エ」〔高額療養費による限度額 ５７，６００円〕）】 カンジャ ジコ フタン ジョウゲンガク マンエン ショトク コウガク リョウヨウヒ ゲンド ガク エン

				医療費総額（５０万円） イリョウヒ ソウガク マンエン

				3割（１５万円） ワリ マン エン								７割（３５万円） ワリ マンエン

				患者負担
（1万円）
※ カンジャ フタン マンエン		公費負担
〔特定医療費〕
（４．７６万円） コウヒ フタン トクテイ イリョウヒ マンエン				保険者負担
〔高額療養費〕
（９．２４万円） ホケン ジャ フタン コウガク リョウヨウヒ マンエン		保険者負担
（３５万円） ホケンシャ フタン マン エン



										　



自己負担額

　所得区分によって 自己負担額（患者負担額＋公費負担額） と 保険者負担額 を決定する。



Sheet1

				【保険の自己負担が3割、所得区分「エ」、患者の負担上限額が1万円の場合】 ホケン ジコ フタン ワリ ショトク クブン カンジャ フタン ジョウゲンガク マンエン バアイ

				１　通常の場合（例：医療費総額10万円）

				自己負担3割（3万円） ジコ フタン ワリ マンエン								保険者負担7割 ホケン シャ フタン ワリ

				患者負担
（1万円） カンジャ フタン マンエン		公費負担
（2万円） コウヒ フタン マン エン						保険者負担
（7万円） マン エン

				２　医療費が高額となった場合（例：医療費総額６0万円　高額療養費５７，６００円）

				自己負担3割（18万円）⇒５．７６万円 ジコ フタン ワリ マンエン マンエン						7割（42万円）⇒5４．２４万円 ワリ マンエン マンエン

				患者負担
（1万円） カンジャ フタン マンエン		公費負担
（４．７６万円） コウヒ フタン マンエン						保険者負担
（高額療養費5４．２４万円） ホケンシャ フタン コウガク リョウヨウヒ マン エン

												＊所得に応じた高額療養費を保険者が負担する。 ショトク オウ コウガク リョウヨウヒ ホケンシャ フタン





Sheet1 (2)

				【保険の自己負担が3割、所得区分「エ」、患者の負担上限額が1万円の場合】 ホケン ジコ フタン ワリ ショトク クブン カンジャ フタン ジョウゲンガク マンエン バアイ

				１　通常の場合（例：医療費総額10万円）

				自己負担3割（3万円） ジコ フタン ワリ マンエン								保険者負担7割 ホケン シャ フタン ワリ

				患者負担
（1万円） カンジャ フタン マンエン		公費負担
（2万円） コウヒ フタン マン エン						保険者負担
（7万円） マン エン

				２　医療費が高額となった場合（例：医療費総額20万円　高額療養費５７，６００円）

				自己負担3割（6万円）⇒５．７６万円 ジコ フタン ワリ マンエン マンエン						7割（14万円）⇒１４．２４万円 ワリ マンエン マンエン

				患者負担
（1万円） カンジャ フタン マンエン		公費負担
（４．７６万円） コウヒ フタン マンエン						保険者負担
（高額療養費１４．２４万円） ホケンシャ フタン コウガク リョウヨウヒ マン エン

												＊所得に応じた高額療養費を保険者が負担する。 ショトク オウ コウガク リョウヨウヒ ホケンシャ フタン







5

指
定
難
病
の
医
療
受
給
者
証
に
所
得
区
分
を
記
載
す
る
こ
と
の
課
題

問
題

点

○
都

道
府

県
等

は
、

所
得

区
分

を
保

険
者

に
対

し
照

会
を

行
い

、
医

療
受

給
者

証
に

記
載

す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
が

、
照

会
に

対
す

る
保

険
者

か
ら

の
回

答
に

時
間

を
要

す
る

こ
と

に
よ

り
、

申
請

か
ら

医
療

受
給

者
証

発
行

ま
で

の
期

間
が

長
期

化
し

て
お

り
、

受
給

者
に

不
利

益
（
医

療
費

立
替

負
担

：
年

間
約

4,
00

0件
）
が

生
じ

て
い

る
。

○
保

険
者

か
ら

の
所

得
区

分
の

回
答

誤
り

、
区

分
変

更
の

際
の

連
絡

漏
れ

が
少

な
か

ら
ず

あ
り

、
特

定
医

療
受

給
者

証
に

正
確

な
情

報
を

反
映

す
る

ま
で

の
タ

イ
ム

ラ
グ

が
生

じ
て

お
り

、
指

定
医

療
機

関
の

レ
セ

プ
ト

請
求

の
際

に
混

乱
を

生
じ

さ
せ

て
い

る
。

○
所

得
区

分
変

更
は

、
保

険
者

か
ら

の
連

絡
に

よ
り

都
道

府
県

等
が

職
権

で
医

療
受

給
者

証
を

発
行

す
る

た
め

、
受

給
者

本
人

か
ら

変
更

理
由

や
発

行
理

由
等

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
が

多
く
、

事
務

負
担

が
大

き
く
な

っ
て

い
る

。
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都
道

府
県

・
指

定
都

市

6

医
療
受
給
者
証
へ
の
所
得
区
分
記
載
の
廃
止
（
提
案
）

指
定

医
療

機
関

指
定

難
病

患
者

（
受

給
者

）

①
受

診
（

診
断

書
作

成
）

②
医

療
費

助
成

申
請

指
定

医

保
険

者
（

市
町

村
、

国
保

組
合

、
被

用
者

保
険

、
後

期
高

齢
者

医
療

）

③
医

療
受

給
者

証
交

付

④
医

療
受

給
者

証
を

提
示

し
て

受
診

⑥
医

療
費

を
請

求

指
定

医
療

機
関

の
窓

口
で

所
得

区
分

を
確

認
で

き
る

新
た

な
枠

組
み

を
構

築
の

う
え

、

指
定

難
病

の
医

療
受

給
者

証
へ

の
医

療
保

険
の

所
得

区
分

の
記

載
を

廃
止

⑤
所

得
区

分
を

確
認

な
お

、
所

得
区

分
の

変
更

に
よ

る
医

療
受

給
者

証
の

再
交

付
は

不
要

と
な

る
。
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7

医
療
受
給
者
証
へ
の
所
得
区
分
記
載
の
廃
止
（
効
果
）

指
定

難
病

の
医

療
受

給
者

証
へ

の
医

療
保

険
の

所
得

区
分

の
記

載
に

つ
い

て
、

指
定

医
療

機

関
の

窓
口

で
所

得
区

分
を

確
認

で
き

る
新

た
な

枠
組

み
を

構
築

の
う

え
、

廃
止

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

改
正

メ
リ

ッ
ト

1.
受

給
者

証
の

発
行

ま
で

の
期

間
の

短
縮

申
請

か
ら

医
療

受
給

者
証

発
行

ま
で

の
期

間
が

２
～

３
ヵ

月
程

度
か

ら
１

．
５

～
２

．
５

ヵ
月

程
度

に
短

縮
。

2.
受

給
者

・
指

定
医

療
機

関
に

お
け

る
混

乱
解

消

受
給

者
に

お
い

て
は

職
権

に
よ

る
医

療
受

給
者

証
発

行
が

な
く
な

る
こ

と
に

よ
る

混
乱

の
解

消
、

指
定

医
療

機
関

に
お

い
て

は
レ

セ
プ

ト
請

求
時

の
混

乱
の

解
消

。

3.
都

道
府

県
等

の
事

務
負

担
軽

減

保
険

者
へ

の
照

会
事

務
の

廃
止

や
、

医
療

受
給

者
証

発
行

に
要

す
る

期
間

の
短

縮
に

よ
っ

て
事

務
負

担
の

大
幅

な
軽

減
。

7

132



指
定
難
病
の
医
療
受
給
者
証
の

負
担
上
限
月
額
決
定
方
法
の
見
直
し

令
和

２
年

７
月

１
５

日

香
川

県
1

133

重点番号19： 難病法による特定医療費の支給認定等の見直し（香川県）



『
難

病
』

と
は

--
-

難
病

の
患

者
に

対
す

る
医

療
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「

難
病

法
」

と
い

う
。

）
第

１
条

•
発

病
の

機
構

が
明

ら
か

で
な

く
•

治
療

方
法

が
確

立
し

て
い

な
い

•
希

少
な

疾
病

で
あ

っ
て

•
長

期
の

療
養

を
必

要
と

す
る

も
の

他
の

施
策

体
系

※
が

樹
立

さ
れ

て
い

な
い

疾
病

を
幅

広
く

対
象

と
し

、
調

査
研

究
・

患
者

支
援

を
推

進
※

例
え

ば
悪

性
腫

瘍
は

、
が

ん
対

策
基

本
法

に
お

い
て

体
系

的
な

施
策

の
対

象
と

な
っ

て
い

る

『
指

定
難

病
』

と
は

--
-

難
病

法
第

５
条

「
難

病
」

の
う

ち
、

•
患

者
数

が
本

邦
に

お
い

て
人

口
の

概
ね

千
分

の
一

に
達

し
な

い
こ

と
•

客
観

的
な

診
断

基
準

（
又

は
そ

れ
に

準
ず

る
も

の
）

が
確

立
し

て
い

る
こ

と
の

２
つ

の
要

件
を

満
た

し
、

患
者

の
置

か
れ

て
い

る
状

況
か

ら
み

て
良

質
か

つ
適

切
な

医
療

の
確

保
を

図
る

必
要

性
が

高
い

も
の

と
し

て
、

厚
生

科
学

審
議

会
の

意
見

を
聴

い
て

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
し

た
も

の
。

➡
医

療
費

助
成

の
対

象
指
定
疾
患
：

33
3疾

患
H

30
年

度
末

受
給

者
数

全
国
：

91
2,

71
4名

、
香
川
県
：

8,
60

0名

１
．
指
定
難
病
の
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
（
１
）

2
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「
指

定
難

病
」

の
支

給
認

定
患

者
（

受
給

者
）

が
受

け
ら

れ
る

医
療

費
助

成
（

１
）

自
己

負
担

割
合

が
「

３
割

」
か

ら
「

２
割

」
に

軽
減

さ
れ

る
。

差
額

の
「

１
割

」
分

は
医

療
費

助
成

。
（

※
た

だ
し

７
０

歳
以

上
で

自
己

負
担

割
合

が
１

～
２

割
の

患
者

は
元

の
負

担
割

合
。

）

（
２

）
さ

ら
に

、
受

給
者

が
医

療
機

関
の

窓
口

で
支

払
う

月
ご

と
の

上
限

額
「

負
担

上
限

月
額

」
が

設
け

ら
れ

る
。

○
上

記
「

２
割

」
で

計
算

し
た

自
己

負
担

額
の

月
ご

と
の

累
計

額
が

「
負

担
上

限
月

額
」

を
超

え
る

と
き

は
そ

の
超

え
る

額
を

医
療

費
助

成
。

➡
「
負
担
上
限
月
額
」
を
超
え
る
自
己
負
担
は
な
い
。

○
医

療
費

が
さ

ら
に

高
額

に
な

る
と

医
療

保
険

の
高

額
療

養
費

も
あ

わ
せ

て
適

用
さ

れ
る

。
（

例
）

患
者

の
負

担
上

限
月

額
が

「
一

般
Ⅰ
：

1万
円

」
、

医
療

保
険

の
所

得
区

分
が

「
一

般
」

で
、

総
医

療
費

が
10

0万
円

か
か

っ
た

場
合

①
医

療
保

険
の

所
得

区
分

が
「

一
般

」
な

の
で

医
療

保
険

の
自

己
負

担
限

度
額

は
57

,6
00

円
。

（
指

定
難

病
の

支
給

認
定

が
な

く
て

も
57

,6
00

円
を

超
え

る
部

分
は

医
療

保
険

か
ら

高
額

療
養

費
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

）
②

難
病

の
負

担
上

限
月

額
が

10
,0

00
円

な
の

で
、

自
己

負
担

57
,6

00
円

と
の

差
額

47
,6

00
円

を
医

療
費

助
成

。

（
💡💡

ポ
イ

ン
ト

１
）

医
療

機
関

は
、

指
定

難
病

に
か

か
る

医
療

費
助

成
分

（
公

費
負

担
額

）
を

レ
セ

プ
ト

に
記

載
し

て
診

療
報

酬
と

同
時

に
国

保
連

合
会

等
に

請
求

し
て

い
る

。
（

→
毎

月
、

国
保

連
合

会
等

か
ら

県
に

請
求

）
（
💡💡

ポ
イ

ン
ト

２
）

医
療

機
関

が
指

定
難

病
に

か
か

る
公

費
負

担
と

高
額

療
養

費
を

正
し

く
請

求
で

き
る

よ
う

難
病

の
医

療
受

給
者

証
に

は
「

指
定

難
病

の
負

担
上

限
月

額
」

と
「

医
療

保
険

の
所

得
区

分
」

の
両

方
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

１
．
指
定
難
病
の
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
（
２
）

患
者

の
自

己
負

担
10

,0
00

円
難

病
の

医
療

費
助

成
47

,6
00

円
高

額
療

養
費

24
2,

40
0円

保
険

者
負

担
70

0,
00

0円

3

135



２
．
指
定
難
病
の
医
療
受
給
者
証

高
額

療
養

費
の

所
得

区
分

•
医

療
機

関
が

指
定

難
病

の
医

療
費

助
成

額
を

請
求

す
る

際
に

参
考

に
す

る
も

の
。

•
受

給
者

に
と

っ
て

は
高

額
療

養
費

の
「

限
度

額
認

定
証

」
と

し
て

も
機

能
。

•
新

規
申

請
時

と
保

険
変

更
の

際
、

県
が

各
保

険
者

に
照

会
。

→
保

険
者

か
ら

回
答

が
あ

っ
た

所
得

区
分

を
医

療
受

給
者

証
に

記
載

。
→

以
後

、
見

直
し

が
あ

れ
ば

保
険

者
か

ら
そ

の
つ

ど
通

知
。

※
見

本
の

「
Ⅲ

」
は

70
歳

以
上

の
「

一
般

」
を

指
す

。
（

ス
ラ

イ
ド

５
参

照
）

負
担

上
限

月
額

•
受

給
者

が
窓

口
で

支
払

う
自

己
負

担
の

月
ご

と
の

上
限

額
。

•
新

規
申

請
時

に
、

患
者

本
人

と
支

給
認

定
基

準
世

帯
員

の
住

民
税

所
得

割
の

合
計

額
に

よ
り

、
県

が
負

担
上

限
月

額
を

決
定

。
→

以
後

、
住

民
税

が
確

定
す

る
毎

年
6月

以
降

に
同

じ
よ

う
に

所
得

課
税

証
明

書
を

提
出

し
て

も
ら

い
見

直
し

。

「
負

担
上

限
月

額
」

と
「

所
得

区
分

」
の

両
方

を
記

載
し

て
い

る
。

香
川

県
様

式
見

本

4

フ
リ

ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日

性
別

男

氏
名
（
続
柄
）

高
額

療
養

費

適
用

区
分

Ⅲ

月
額

　
1
0
,0

0
0
円

無

有
効

期
間

令
和

 1
年

1
2
月

 3
日

　
か

ら

令
和

 2
年

 9
月

3
0
日

　
ま

で

自
己
負
担
上
限
額

一
般

Ⅰ

受
診
者
と
同
じ
世
帯
内
に
い
る
指
定
難
病
又
は

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助
成
の
受
給
者

保
険

者
香
川
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合

被
保
険
者
証
の

記
号
・
番
号
1
2
3
4
5
6
7

病
名
家
族
性
地
中
海
熱

昭
和
1
0
年
1
0
月
1
0
日

保 護 者

（
）

住
所

受
給
者
番
号

4
9
7
0
0
2
6

受 診 者

バ
ン
チ
ョ
ウ
　
タ
ロ
ウ

番
丁
　
太
郎

住
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
１
番
1
0
号

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
受
給
者
証

公
費
負
担
者
番
号

5
4
3
7
6
0
1
7
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３
．
負
担
上
限
月
額
（
難
病
）
と
所
得
区
分
（
高
額
療
養
費
）

階
層

区
分

（
基

準
）

負
担

上
限

月
額

（
一

般
）

負
担

上
限

月
額

（
特

例
）

上
位

市
町

村
民

税
所

得
割

25
1,

00
0円

以
上

30
,0

00
円

20
,0

00
円

一
般

Ⅱ
 

市
町

村
民

税
所

得
割

71
,0

00
円

以
上

25
1,

00
0円

未
満

20
,0

00
円

10
,0

00
円

一
般

Ⅰ
 

市
町

村
民

税
課

税
あ

り
所

得
割

71
,0

00
円

未
満

10
,0

00
円

5,
00

0円

低
所

得
Ⅱ

住
民

税
非

課
税

（
年

収
80

万
円

超
）

5,
00

0円
5,

00
0円

低
所

得
Ⅰ

住
民

税
非

課
税

（
年

収
80

万
円

以
下

）
2,

50
0円

2,
50

0円

負
担

割
合

所
得

区
分

自
己

負
担

限
度

額
外

来
:個

人
自

己
負

担
限

度
額

外
来

＋
入

院
:世

帯

３ 割 負 担

現
役

並
み

Ⅲ
【

Ⅵ
】

社
保

:標
準

報
酬

月
額

83
万

円
以

上
国

保
:住

民
税

課
税

所
得

69
0万

円
以

上

25
2,

60
0円

＋
(医

療
費

－
84

2,
00

0)
×

１
%

現
役

並
み

Ⅱ
【

Ⅴ
】

社
保

:標
準

報
酬

月
額

53
万

円
以

上
国

保
:住

民
税

課
税

所
得

38
0万

円
以

上

16
7,

40
0円

＋
(医

療
費

－
55

8,
00

0)
×

１
%

現
役

並
み

Ⅰ
【

Ⅳ
】

社
保

:標
準

報
酬

月
額

28
万

円
以

上
国

保
:住

民
税

課
税

所
得

14
5万

円
以

上

80
,1

00
円

＋
(医

療
費

－
26

7,
00

0)
×

１
%

1 ～ ２ 割 負 担

一
般

【
Ⅲ

】
社

保
:標

準
報

酬
月

額
26

万
円

以
下

国
保

:住
民

税
課

税
所

得
14

5万
円

未
満

18
,0

00
円

57
,6

00
円

住
民

税
非

課
税

世
帯

Ⅱ
【

Ⅱ
】

8,
00

0円
24

,6
00

円

住
民

税
非

課
税

世
帯

Ⅰ
【

Ⅰ
】

（
年

金
80

万
円

以
下

）
8,

00
0円

15
,0

00
円

医
療
保
険
の
「
所
得
区
分
（
高
額
療
養
費
）
」

（
70

歳
以

上
：

抜
粋

）
難
病
の
「
負
担
上
限
月
額
」
の
階
層
区
分

（
抜

粋
）

県
と

保
険

者
が

そ
れ

ぞ
れ

別
の

基
準

で
２

種
類

の
区

分
を

認
定

し
、

医
療

受
給

者
証

に
併

記
。

→
い
ず
れ
か
を
省
略
で
き
な
い
か
？

※
【

】
内

の
ロ

ー
マ

数
字

は
難

病
の

医
療

受
給

者
証

上
の

記
載

す
る

際
の

符
号

5
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４
．
負
担
上
限
月
額
決
定
に
当
た
っ
て
の
支
障
事
例
（
１
）

１
．

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
の

住
民

税
額

等
の

把
握

に
関

す
る

支
障

Ø
「

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
＝

患
者

と
同

じ
医

療
保

険
に

加
入

し
て

い
る

人
＝

市
町

村
民

税
所

得
割

を
合

算
す

る
人
」
は
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
？

n
国

保
・

後
期

高
齢

者
・

被
用

者
保

険
ご

と
に

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
の

範
囲

が
違

う
。

n
住

民
票

で
は

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
は

確
認

で
き

な
い

。
世

帯
全

員
を

記
載

し
た

住
民

票
、

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
全

員
の

保
険

証
の

コ
ピ

ー
な

ど
を

参
考

に
聞

き
取

り
確

認
。

→
も
れ
な
く
確
認
で
き
て
い
る
の
か
？

Ø
市

町
村

民
税

所
得

割
は
い
く
ら
？

n
申

請
者

は
、

患
者

本
人

と
支

給
認

定
基

準
世

帯
員

全
員

の
所

得
課

税
証

明
書

を
提

出
。

→
取

得
の

手
間

、
添

付
漏

れ
の

補
正

依
頼

等
。

n
所

得
課

税
証

明
書

で
は

わ
か

ら
な

い
年

金
額

等
は

別
途

聞
き

取
り

の
必

要
。

Ø
こ

れ
ら

の
事

務
の

た
め

、
例

年
６

～
９

月
に

月
８

０
時

間
以

上
の

超
過

勤
務

が
発

生
。

「
県

に
は

、
負

担
上

限
月

額
の

決
定

に
必

要
な

情
報

が
手

元
に

な
い

。
」

6
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４
．
負
担
上
限
月
額
決
定
に
当
た
っ
て
の
支
障
事
例
（
２
）

２
．

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

制
度

に
よ

る
情

報
連

携
で

住
民

税
額

等
の

情
報

を
取

得
す

る
際

の
支

障
＜

情
報

連
携

の
手

順
＞

①
情

報
照

会
ま

で
の

準
備

・
確

認
。

l
難
病
患
者
の
保
険
証
に
変
更
は
な
い
か
？

l
支

給
認

定
基

準
世

帯
員
に
変
更
は
な
い
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
得
で
き
て
い
る
か
？

→
患

者
以

外
の

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

も
必

要
な

の
で

、
支

給
認

定
基

準
世

帯
員

の
異

動
の

た
び

に
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
の

取
得

が
必

要
。

→
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

取
り

扱
え

る
職

員
を

配
置

す
る

必
要

。
l

患
者

と
支

給
認

定
基

準
世

帯
員

の
今

年
１

月
１

日
現

在
の
住
所
地
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
？

→
住

所
地

ご
と

に
正

し
く

仕
分

け
し

て
照

会
す

る
必

要
。

（
照

会
先

を
誤

っ
た

場
合

は
エ

ラ
ー

処
理

が
必

要
。

）
②

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
情

報
連

携
。

③
照

会
結

果
の

読
込

み
、

階
層

区
分

の
判

定
。

l
照

会
結

果
デ

ー
タ

を
シ

ス
テ

ム
処

理
す

る
た

め
に

は
大

規
模

な
シ

ス
テ

ム
改

修
が

必
要

。

「
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

利
用

し
て

も
簡

単
に

は
事

務
軽

減
で

き
な

い
。

」
7
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５
．
支
障
事
例
の
解
消
の
た
め
の
提
案

一
方

、
保

険
者

が
「

所
得

区
分

」
を

決
定

す
る

場
合

・
・

・
Ø

保
険

者
は

、
被

保
険

者
・

被
扶

養
者

（
患

者
本

人
・

支
給

認
定

基
準

世
帯

員
）

を
全

員
把

握
し

て
い

る
。

Ø
国

保
・

後
期

高
齢

者
医

療
は

税
務

課
等

と
の

庁
内

連
携

に
よ

り
、

被
用

者
保

険
は

保
険

料
の

算
定

基
礎

と
な

る
標

準
報

酬
月

額
に

よ
り

、
確

実
に

「
所

得
区

分
」

を
決

定
で

き
る

。
Ø

全
国

民
に

一
律

の
基

準
で

適
用

さ
れ

る
「

所
得

区
分

」
は

、
『

公
平

な
基

準
』

と
い

え
る

。
Ø

保
険

者
に

新
た

な
業

務
の

負
担

を
課

す
も

の
で

も
な

い
。

結
論
：
「

所
得

区
分

」
を

生
か

す
方

が
事

務
の

合
理

化
に

つ
な

が
る

。

提
案
：
「

所
得

区
分

」
か

ら
「
負
担
上
限
月
額
」
を
決
定
し
て
は
ど
う
か
？ 8
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６
．
提
案
に
よ
る
効
果

提
案

に
よ

る
効

果
：
下
の

表
の

で
囲

ん
だ

部
分

が
ほ

と
ん

ど
な

く
な

る
。

【
令

和
元

年
度

香
川

県
の

処
理

件
数

】

l
約

１
万

数
千

部
の

所
得

課
税

証
明

書
の

提
出

が
ほ

ぼ
不

要
と

な
り

、
受

給
者

側
の

負
担

が
軽

減
さ

れ
る

。
（

県
も

不
足

書
類

の
補

正
を

依
頼

し
な

く
て

済
む

よ
う

に
な

る
。

）
l

県
が

負
担

上
限

月
額

を
審

査
（

約
１

万
件

）
す

る
代

わ
り

に
、

保
険

者
照

会
等

（
約

３
千

件
）

に
よ

り
負

担
上

限
月

額
を

自
動

的
に

決
定

す
る

た
め

事
務

が
大

幅
に

軽
減

さ
れ

る
。

（
保

険
者

に
新

た
な

事
務

負
担

を
課

す
も

の
で

も
な

い
。

）
l

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

に
よ

る
情

報
連

携
自

体
が

お
お

む
ね

不
要

と
な

る
た

め
、

本
人

以
外

（
支

給
認

定
基

準
世

帯
員

）
の

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

は
お

お
む

ね
不

要
に

な
る

。
l

他
の

公
費

医
療

（
例

え
ば

、
小

児
慢

性
特

定
疾

病
対

策
事

業
）

の
自

己
負

担
額

の
決

定
に

も
応

用
可

能
で

あ
る

。
9

種
別

件
数

所
得

課
税

証
明

書
（

本
人

・
世

帯
員

分
）

負
担

上
限

月
額

の
審

査
保

険
者

照
会

等

新
規

申
請

１
，

２
２

１
件

要
要

（
１

，
２

２
１

件
）

要
（

１
，

２
２

１
件

）
更

新
申

請
８

，
２

６
９

件
要

要
（

８
，

２
６

９
件

）
不

要
保

険
変

更
７

４
８

件
要

（
一

部
）

要
（

一
部

）
要

（
７

４
８

件
）

所
得

区
分

の
変

更
通

知
１

，
２

６
１

件
－

－
要

（
１

，
２

６
１

件
）

計
１

１
，

４
９

９
件

約
１

万
数

千
部

約
１

万
件

３
，

２
３

０
件
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７
．
補
足
・
ま
と
め

•
指

定
難

病
の

事
務

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

各
都

道
府

県
か

ら
「

所
得

区
分

」
の

照
会

事
務

の
廃

止
を

要
望

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
（

平
成

27
年

度
分

権
提

案
等

）

•
こ

れ
に

対
し

て
厚

生
労

働
省

は
、

平
成

28
年

12
月

27
日

付
厚

生
労

働
省

健
康

局
難

病
対

策
課

長
通

知
に

よ
り

最
終

的
な

対
応

方
針

と
し

て
「

廃
止

し
な

い
」

旨
回

答
し

て
い

る
。

理
由

と
し

て
、

「
医

療
保

険
の

所
得

区
分

を
難

病
患

者
の

特
定

医
療

に
確

実
に

適
用

さ
せ

る
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

」
と

し
て

い
る

。
•

今
回

の
香

川
県

の
提

案
は

、
従

来
の

要
望

と
は

逆
に

「
所

得
区

分
」

の
照

会
事

務
を

残
し

て
、

難
病

法
の

負
担

上
限

月
額

の
決

定
方

法
を

簡
素

化
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
る

。
•

上
述

の
厚

生
労

働
省

の
方

針
に

も
沿

っ
た

も
の

で
あ

り
、

（
医

療
保

険
の

）
自

己
負

担
限

度
額

と
（

難
病

法
の

）
負

担
上

限
月

額
の

差
額

を
公

費
助

成
す

る
（

ス
ラ

イ
ド

３
参

照
）
と

い
う

点
で

、
よ

り
財

政
的

な
整

合
性

が
と

れ
て

い
る

提
案

で
は

な
い

か
と

考
え

て
い

る
。

10
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